
大天守西面石垣（H515）

解体予定ライン

H515 石垣解体理由
・焼損した天端石の修復のため。

H515

解体予定ライン

大天守南面石垣（H516）

H516 石垣解体理由
・隅角部周辺の変形とH615 の
修復のため。
・焼損した天端石の修復のため。

H516

天守入口隅角部石垣（H615）

解体予定ライン

解体予定ライン

石垣（H522）

修復・取り替えが必要な焼損石材

大天守東面石垣（H522・H615）

H615 石垣解体理由
・崩落部分に接した著しい変形（孕み出し）の修復のため。
・天守再建工事の際に埋め込まれたコンクリートの除去のため。

H522 石垣解体理由
・H617 の変形修復のため、隅角石４石の解体が必要。
・隅角石解体に必要な範囲と、その影響が及ぶ焼損の激しい築石の修復のため。
・焼損した天端石の修復のため。
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H615H615

大天守石垣解体範囲案図１
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石垣（H504）

石垣（H523）

解体予定ライン

大天守北面石垣（H523・H504）

H504・H523 石垣解体理由
・昭和 31年復元整備部分に複数発生した著しい変形（孕み出し）の修復のため。
・江戸期の石垣上部にみられる著しい焼損と変形のため。H523・H504
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大天守穴蔵石垣（H616・H616-1・H617・H618-1・H618）

石垣（H618-1）

石垣 H616-1

石垣（H616）

石垣（H618）
石垣（H617）

解体予定ライン

※なお、いずれの石垣も江戸期の石垣部分については可能な限り解体しない。

H616・H617・H618 石垣解体理由
・著しい変形（孕み出し）の修復のため。

H616-1・H618-1 石垣解体理由
・石垣面全体が前傾しているため。
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H618・H617
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石垣解体範囲案図２
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大天守穴蔵石垣解体範囲は最小限にする。
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